
総
合
研
究
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

総
合
研
究
開
発
機
構
法
の
廃
止

総
合
研
究
開
発
機
構
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
は
、
廃
止
す
る
こ
と
。

（
本
則
関
係
）

第
二

施
行
期
日

施
行
期
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

第
三

旧
法
の
効
力

解
散
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
清
算
結

旧
法
の
規
定
は
、
総
合
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が

な
お
そ
の
効
力

了
の
登
記
の
時
、
財
団
法
人
に
組
織
変
更
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
組
織
変
更
の
時
ま
で
の
間
は
、

を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

第
四

財
団
法
人
へ
の
組
織
変
更

一

機
構
は
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
同
様
の
業
務
を



行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
財
団
法
人
に
組
織
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

二

機
構
の
組
織
変
更
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
関
係
）

政
府
以
外
の
出
資
者
及
び
機
構
の
債
権
者
は
、
機
構
に
対
し
て
、
組
織
変
更
に
関
す
る
書
面
等
の
閲
覧
等
の
請
求
を
す

三

。

（
附
則
第
六
条
関
係
）

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

四

債
権
者
保
護
手
続
を
と
る
こ
と
。

（
附
則
第
七
条
関
係
）

五

組
織
変
更
は
、
組
織
変
更
後
の
財
団
法
人
の
設
立
の
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
こ
と
。

（
附
則
第
九
条
及
び
第
十
条
関
係
）

第
五

出
資
者
の
持
分
の
取
扱
い

一

機
構
が
財
団
法
人
に
組
織
変
更
を
す
る
場
合
に
は
、
政
府
以
外
の
出
資
者
は
、
機
構
に
対
し
、
そ
の
持
分
の
全
部
又
は

一
部
の
払
戻
し
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
附
則
第
八
条
関
係
）

二

政
府
の
持
分
及
び
払
戻
請
求
の
な
か
っ
た
政
府
以
外
の
出
資
者
の
持
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
持
分
に
相
当
す
る
金
銭
が

、
組
織
変
更
後
の
財
団
法
人
に
対
し
無
利
子
で
貸
し
付
け
ら
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
一
条
関
係
）



第
六

機
構
の
解
散

機
構
が
組
織
変
更
を
し
な
い
場
合
に
は
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
の
経
過
す
る
時
に
現
に
存
す
る
機
構
は
、
そ
の

時
に
解
散
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
二
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
関
係
）

第
七

そ
の
他

一

罰
則
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
法
律
の
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
関
係
）


